
【表紙】  

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2026年６月30日

【会社名】 株式会社タチエス

【英訳名】 TACHI-S CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　　山　本　雄　一　郎

【本店の所在の場所】 東京都青梅市末広町一丁目３番１号

【電話番号】 (0428)33-1917

【事務連絡者氏名】 代表取締役執行役員　小　松　篤　司

【最寄りの連絡場所】 東京都青梅市末広町一丁目３番１号

【電話番号】 (0428)33-1917

【事務連絡者氏名】 代表取締役執行役員　小　松　篤　司

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
 

EDINET提出書類

株式会社タチエス(E02210)

臨時報告書

1/2



１【提出理由】

当社において、特定子会社の異動がありましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関

する内閣府令第19条第２項第３号の規定に基づき、臨時報告書を提出するものであります。

 

２【報告内容】

(1) 当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容

１．TACHI-S (Thailand) Co.,Ltd.

①　名称 ： TACHI-S (Thailand) Co.,Ltd.

②　住所 ： タイ　バンコク都

③　代表者の氏名 ： 杉本　要

④　資本金 ： 771百万THB

⑤　事業の内容 ： 東南アジア、インドにおける統括管理
 

 
２．TACHI-S Engineering U.S.A.,Inc.

①　名称 ： TACHI-S Engineering U.S.A.,Inc.

②　住所 ： 米国　ミシガン州　ファーミントンヒルズ市

③　代表者の氏名 ： Gonzalo Esparza

④　資本金 ： 43百万USD

⑤　事業の内容 ： 北米における営業、開発業務及び統括管理
 

 
(2)　当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議決権

に対する割合

１．TACHI-S (Thailand) Co.,Ltd.

①　当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数

異動前 ： 1,195千個

異動後 ： ―
 

 
②　当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合

異動前 ： 100％

異動後 ： ―
 

 
２．TACHI-S Engineering U.S.A.,Inc.

①　当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数

異動前 ： 2,195個

異動後 ： ―
 

 
②　当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合

異動前 ： 100％

異動後 ： ―
 

 
(3)　当該異動の理由及びその年月日

１．TACHI-S (Thailand) Co.,Ltd.

①　異動の理由

 
：

 
当社の子会社であるTACHI-S Automotive Seating (Thailand) Co.,Ltd.との合併に

より消滅したため

②　異動の年月日 ： 2025年４月17日
 

 
２．TACHI-S Engineering U.S.A.,Inc.

①　異動の理由

 
：

 
当社の子会社であるTACHI-S Automotive Seating U.S.A., LLCとの合併により消滅

したため

②　異動の年月日 ： 2026年３月31日
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